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パブリックコメント募集、オープン・ミーティングでも協議
議会基本条例制定の道すじ

　国への権限の集中から、地方公共団体に権限が大き
く移されようとしています。地方分権の進展により、
地方議会が 担う役割も大きくなってきています。これ
に対応して、地方公共団体の自己決定、自己責任の範
囲が急速に拡大し、議会の担うべき役割や責任はこれ
まで以上に重要なものとなってきています。
　議会と議員の責務を果たしていくためには、地方公
共団体の自立に対応し、自らが改革を進めていく必要
があります。
　富士見町議会では、現在の議員任期当初から、議会
改革実行委員会の中で、議会改革・活性化のための協
議を進めてきました。そして、さらなる議会改革を進
展させるには、明文化した「議会基本条例」を制定す
る必要があると考え、制定に向けた検討作業に取り組
んできました。　
　議会基本条例は、議会の「最高規範」であり、議会
の在り方を町民に対して宣言するものです。具体的に
は、議会運営の基本理念や基本原則、議会と首長との
関係などについて定め、二元代表制の下で、議会の役
割や責務、住民自治の実現のために議会が何をすべき
かを示しています。開かれた議会、情報発信を積極的

に進め、町民に信頼される議会を目指します。
　現在、条例作成の最終段階に入っています。議会全
員協議会で協議し、議員の総意となる素案がまとまり
ましたので、全文を議会だよりに掲載します。
　町民の皆さんからパブリックコメントを募集してい
ます。締め切りは１１月１８日です。１１月１７日の
オープン・ミーティングでは分科会のテーマに掲げ、
皆さんの声をお聞きし、条文に反映させたいと思いま
す。今年度内の策定、施行を目指しています。

素
案
策
定

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

オ
ー
プ
ン
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ

条
例
制
定

条
例
施
行

　
　
　
富
士
見
町
議
会
基
本
条
例
（
素
案
）

　

富
士
見
町
民
（
以
下
「
町
民
」
と
い
う
。
）
か
ら
選
挙
に
よ
り
付
託
さ
れ
た
富
士
見
町
議
会
（
以
下

「
議
会
」
と
い
う
。
）
は
、
二
元
代
表
制
の
一
方
の
代
表
と
し
て
、
富
士
見
町
長
（
以
下
「
町
長
」
と
い

う
。
）
と
と
も
に
、
富
士
見
町
の
魅
力
あ
る
ま
ち
づ
く
り
と
、
町
民
の
福
祉
の
向
上
に
努
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
議
会
は
合
議
制
の
機
関
と
し
て
、
ま
た
町
長
は
独
任
制
の
機
関
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
異
な
る

特
性
を
生
か
し
て
、
町
民
の
意
思
を
町
政
に
的
確
に
反
映
さ
せ
る
た
め
に
競
い
合
い
、
協
力
し
合
い
な
が

ら
、
富
士
見
町
と
し
て
の
最
良
の
意
思
決
定
を
導
く
共
通
の
使
命
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
こ
に
議
会
は
開
か
れ
た
議
会
、
町
民
参
加
型
の
議
会
を
目
指
し
て
、
議
会
改
革
を
継
続
し
、
発
展
さ

せ
る
た
め
に
「
富
士
見
町
議
会
基
本
条
例
」
を
制
定
す
る
。

第
１
章　

目
的

（
目
的
）

第
１
条　

こ
の
条
例
は
、
議
会
及
び
議
員
の
活
動
の
活
性
化
と
充
実
の
た
め
に
必
要
な
議
会
運
営
の
基
本

　

的
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
町
民
参
加
型
の
開
か
れ
た
議
会
を
目
指
し
、
豊
か
で
住
み
よ
い
町
の

　

未
来
に
向
け
た
ま
ち
づ
く
り
と
町
民
福
祉
の
向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

第
２
章　

議
会
・
議
員
の
活
動
原
則

（
議
会
の
活
動
原
則
）

第
２
条　

議
会
は
、
町
民
主
権
を
基
礎
と
す
る
町
民
の
代
表
機
関
で
あ
る
こ
と
を
常
に
自
覚
し
、
公
正
性
、

　

透
明
性
、
信
頼
性
を
重
ん
じ
た
議
会
を
目
指
し
、
次
に
掲
げ
る
基
本
原
則
に
基
づ
き
活
動
し
な
け
れ
ば

　

な
ら
な
い
。

　

（
１
）
町
行
政
全
体
を
把
握
・
分
析
し
、
町
民
の
為
の
行
財
政
運
営
が
適
切
に
行
わ
れ
て
い
る
か
監
視
、

　
　
　

批
判
、
評
価
す
る
。

　

（
２
）
町
民
の
多
様
な
意
見
、
要
望
の
把
握
に
努
め
、
議
論
を
尽
く
し
、
町
政
に
反
映
さ
せ
る
。

　

（
３
）
意
思
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
議
員
間
、
議
員
・
町
長
間
、
議
員
・
町
民
間
の
自
由
討
議
を
大
切

　
　
　

に
す
る
。

（
議
員
の
活
動
原
則
）

第
３
条　

議
員
は
、
町
民
に
付
託
さ
れ
た
議
員
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
、
次
に
掲
げ
る
基
本
原
則
に
基
づ

　

き
活
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
１
）
町
民
の
信
頼
に
応
え
る
た
め
、
自
己
の
能
力
、
資
質
の
向
上
に
努
め
る
。

　

（
２
）
町
政
の
現
状
と
課
題
全
般
に
つ
い
て
、
町
民
の
意
見
を
的
確
に
把
握
し
、
町
民
の
信
託
に
応
え

　
　
　

る
活
動
を
す
る
。

　

（
３
）
個
別
的
な
事
案
の
解
決
だ
け
で
な
く
、
町
の
行
政
の
発
展
、
全
町
民
の
福
祉
向
上
を
目
指
し
て

　
　
　

活
動
す
る
。

　

（
４
）
議
員
に
求
め
ら
れ
る
政
治
倫
理
と
品
位
を
常
に
自
覚
し
て
行
動
す
る
。

第
３
章　

町
民
と
議
会
の
関
係

（
町
民
参
加
及
び
町
民
と
の
連
携
）

第
４
条　

議
会
は
、
議
会
の
活
動
に
関
す
る
情
報
公
開
を
徹
底
す
る
と
と
も
に
、
町
民
に
対
す
る
説
明
責

　

任
を
十
分
に
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

議
会
は
、
本
会
議
の
ほ
か
、
常
任
委
員
会
、
特
別
委
員
会
、
全
員
協
議
会
を
原
則
公
開
と
す
る
。

３　

議
会
は
、
町
内
各
種
団
体
と
の
意
見
交
換
の
場
を
多
様
に
設
け
て
、
議
会
及
び
議
員
の
政
策
能
力
を

　

強
化
す
る
と
と
も
に
、
政
策
提
案
の
拡
大
を
図
る
。

４　

議
会
は
、
議
会
広
報
を
発
行
し
、
重
要
な
議
案
に
対
す
る
各
議
員
の
態
度
、
一
般
質
問
の
要
旨
、
そ

　

れ
ぞ
れ
の
常
任
委
員
会
、
特
別
委
員
会
、
視
察
研
修
な
ど
の
活
動
を
公
表
し
、
議
員
の
活
動
に
対
し
て
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町
民
の
評
価
が
的
確
に
な
さ
れ
る
よ
う
情
報
の
提
供
に
努
め
る
。

５　

議
会
は
、
議
会
広
報
モ
ニ
タ
ー
等
に
よ
り
、
町
民
か
ら
議
会
運
営
・
町
政
に
関
す
る
要
望
、
提
言
を

　

聴
取
し
、
議
会
運
営
に
反
映
さ
せ
る
。

６　

議
会
は
、
町
民
に
対
す
る
「
議
会
報
告
会
」
「
タ
ウ
ン
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
」
を
少
な
く
と
も
年
１
回
開

　

催
し
て
、
議
会
の
説
明
責
任
を
果
た
す
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
事
項
に
関
し
て
町
民
の
意
見
を
聴
取
し

　

て
議
会
運
営
の
改
善
を
図
る
。

第
４
章　

町
長
と
議
会
の
関
係

（
町
長
等
と
議
会
及
び
議
員
の
関
係
）

第
５
条　

議
会
及
び
議
員
は
、
町
長
そ
の
他
の
執
行
機
関
（
以
下
「
町
長
等
」
と
い
う
。
）
と
の
立
場
及

　

び
権
能
の
違
い
を
踏
ま
え
、
議
会
審
議
に
お
け
る
町
長
等
と
の
緊
張
関
係
の
保
持
に
努
め
な
け
れ
ば
な

　

ら
な
い
。

２　

本
会
議
に
お
け
る
議
員
と
町
長
等
と
の
質
疑
応
答
は
、
広
く
町
政
上
の
論
点
、
争
点
を
明
確
に
す
る

　

た
め
、
一
問
一
答
の
方
式
で
行
う
。

３　

議
長
か
ら
本
会
議
及
び
常
任
委
員
会
、
特
別
委
員
会
へ
の
出
席
を
要
請
さ
れ
た
町
長
等
は
、
議
員
の

　

質
問
に
対
し
て
「
質
問
の
趣
旨
・
内
容
の
確
認
」
等
の
た
め
、
議
長
又
は
委
員
長
の
許
可
を
得
て
反
問

　

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
町
長
に
よ
る
政
策
等
の
形
成
過
程
の
説
明
）

第
６
条　

議
会
は
、
町
長
が
議
会
に
計
画
、
政
策
、
施
策
、
事
業
等
（
以
下
「
政
策
等
」
と
い
う
。
）
を

　

提
案
す
る
と
き
は
、
議
会
審
議
の
水
準
を
高
め
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
政
策
等
の
決
定
過
程
を
説
明
す

　

る
よ
う
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

（
１
）
政
策
等
の
発
生
源

　

（
２
）
検
討
し
た
他
の
政
策
案
等
の
内
容

　

（
３
）
他
の
自
治
体
の
類
似
す
る
政
策
と
の
比
較
検
討

　

（
４
）
総
合
計
画
と
の
整
合
性

　

（
５
）
関
係
あ
る
法
令
及
び
条
例
等

　

（
６
）
政
策
等
の
実
施
に
か
か
わ
る
財
源
措
置

　

（
７
）
将
来
に
わ
た
る
政
策
等
の
コ
ス
ト
計
算
及
び
投
資
効
果

２　

議
会
は
、
前
項
の
政
策
等
の
提
案
を
審
議
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
そ
れ
ら
の
政
策
等
の
水
準
を
高
め

　

る
観
点
か
ら
、
立
案
、
執
行
に
お
け
る
論
点
、
争
点
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
執
行
後
に
お
け
る

　

政
策
評
価
に
資
す
る
審
議
に
努
め
る
。

（
予
算
・
決
算
に
お
け
る
政
策
説
明
資
料
の
作
成
）

第
７
条　

議
会
は
、
予
算
及
び
決
算
の
審
議
に
付
す
に
当
た
っ
て
は
、
町
長
に
対
し
分
か
り
や
す
い
説
明

　

資
料
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
法
律
第
９
６
条
第
２
項
の
議
決
事
項
）

第
８
条　

議
会
は
、
議
事
機
関
と
し
て
の
機
能
強
化
の
た
め
、
地
方
自
治
法
第
96
条
第
２
項
の
規
定
に
よ

　

る
議
決
事
件
の
拡
大
に
努
め
る
。

２　

前
項
の
議
会
の
議
決
す
べ
き
も
の
に
つ
い
て
は
、
「
議
会
の
議
決
す
べ
き
事
件
に
関
す
る
条
例
」
で

　

定
め
る
。

第
５
章　

民
主
的
議
会
運
営
と
議
会
機
能
の
発
揮

（
自
由
討
議
に
よ
る
論
点
、
争
点
の
整
理
）

第
９
条　

議
会
は
、
本
会
議
及
び
委
員
会
に
お
い
て
議
案
審
議
等
の
結
論
を
出
す
場
合
、
自
由
討
議
に
よ

　

り
議
論
を
尽
く
し
て
論
点
、
争
点
の
整
理
に
努
め
る
。

２　

議
員
は
自
由
闊
達
な
討
議
を
経
て
、
政
策
、
条
例
等
の
議
案
の
提
出
を
積
極
的
に
行
う
よ
う
努
め
る
。

３　

議
会
は
必
要
に
応
じ
て
弁
護
士
、
税
理
士
等
の
専
門
家
の
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
請
願
・
陳
情
者
の
意
見
聴
取
）

第
10
条　

議
会
は
、
請
願
及
び
陳
情
の
審
査
に
お
い
て
は
、
提
案
者
の
意
見
陳
述
の
申
請
が
あ
る
場
合
と

　

必
要
に
応
じ
て
提
案
者
の
意
見
を
聴
く
機
会
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。

（
議
員
研
修
の
充
実
）

第
11
条　

議
会
は
、
議
員
の
政
策
立
案
能
力
を
高
め
る
た
め
に
、
議
員
研
修
を
充
実
強
化
す
る
。
議
員
は

　

自
ら
自
己
研
さ
ん
に
努
め
る
。

２　

議
員
研
修
に
か
か
る
費
用
は
、
公
正
性
、
透
明
性
等
の
観
点
か
ら
、
町
民
等
か
ら
疑
義
が
生
じ
な
い

　

よ
う
、
議
長
に
対
し
て
証
票
類
を
添
付
し
た
報
告
書
を
提
出
す
る
。

第
６
章　

議
会
改
革
の
推
進

（
議
会
改
革
の
推
進
）

第
12
条　

議
会
は
、
議
会
改
革
を
推
進
し
、
継
続
的
に
取
り
組
む
た
め
、
議
員
で
構
成
す
る
議
会
改
革
実

　

行
委
員
会
を
議
会
運
営
委
員
会
の
も
と
に
設
置
す
る
。

２　

議
会
改
革
実
行
委
員
会
は
原
則
と
し
て
毎
月
１
回
以
上
開
催
し
、
全
員
協
議
会
に
そ
の
内
容
を
報
告
、

　

全
議
員
の
意
見
を
求
め
る
。

３　

議
会
は
、
分
権
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
議
会
の
在
り
方
に
つ
い
て
の
調
査
研
究
等
を
行
う
た
め
に
、
他

　

の
自
治
体
の
議
会
と
の
交
流
及
び
連
携
を
図
る
。

第
７
章　

議
会
・
議
会
事
務
局
の
体
制
整
備

（
議
会
事
務
局
の
体
制
整
備
）

第
13
条　

議
会
は
、
議
会
及
び
議
員
の
政
策
形
成
・
立
案
機
能
を
高
め
る
た
め
、
議
会
事
務
局
の
強
化
に

　

努
め
る

第
８
章　

議
員
の
政
治
倫
理

（
議
員
の
政
治
倫
理
）

第
14
条　

議
員
は
、
公
の
立
場
を
自
覚
し
、
町
民
の
代
表
と
し
て
の
良
心
と
責
任
感
を
持
っ
て
、
常
に
倫

　

理
及
び
品
位
を
保
持
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
９
章　

最
高
規
範
性
及
び
見
直
し
手
続

（
最
高
規
範
性
）

第
15
条　

こ
の
条
例
は
、
議
会
運
営
の
最
高
規
範
で
あ
り
、
議
会
に
関
す
る
い
か
な
る
条
例
、
規
則
、
規

　

程
等
も
こ
の
条
例
の
理
念
に
従
う
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
見
直
し
手
続
）

第
16
条　

議
会
は
、
社
会
情
勢
の
変
化
、
町
民
等
の
意
見
を
踏
ま
え
、
こ
の
条
例
の
目
的
が
達
成
さ
れ
て

　

い
る
か
ど
う
か
全
議
員
で
検
証
を
行
い
、
改
正
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
適
切
な
措
置
を
講

　

ず
る
も
の
と
す
る
。

２　

議
会
は
、
こ
の
条
例
を
改
正
す
る
場
合
に
は
、
本
会
議
に
お
い
て
、
改
正
の
理
由
及
び
背
景
を
説
明

　

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
平
成　
　

年　
　

月　
　

日
か
ら
施
行
す
る
。


